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１．令和６年度商店街・中心市街地活性化施策



商店街・中心市街地の活性化・地域づくりの促進について
【社会経済情勢の変化】

少子化・高齢化による人口減少、デジタル技術の普及を背景にした購買行動の多様化、
コロナ禍の長期化の影響による多様なライフスタイルの形成
店舗経営者の高齢化や後継者不足等による商店街組合員の減少、組織的な活動力の低下、
個店同士の連携の希薄化、空き店舗の常態化等

商業を軸とした支援のみならず、地域コミュニティのニーズに応じた機能を複合的に導入していくことが必要
補助金による事業活動支援のみならず、持続性の観点から組織力（事業推進体制）の強化も重要

気づきの提供

商店街の課題抽出
自己変革に向けた動機付け
商店街等のマインドチェンジ 等

エリアの価値向上アクションを後押し

「点 ➡ 線」の取組 「線 ➡ 面」の取組

地域価値・生産性の向上
デジタルマーケティングの導入
空き店舗等の解消 等

地域を面的に支える機能の強化
エリアで稼ぐ力の強化
エリアの持続的成長 等

自己変革と多様なプレーヤーを巻き込み、
「 点 ➡ 線 ➡ 面 」で新たな変化を生み出す組織力（推進力）の強化に注力

変革意欲のある商店街等の事業推進体制強化に向け、
初期段階から専門家が商店街等に入り込み、地域課題の整理から課題解決策の策定等までを、
商店街関係者等と一緒に取り組む面的伴走支援を実施。
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令和６年度予算等の全体像（商店街・中心市街地活性化関係）
商店街等の組織力強化、地域のエリア価値向上等に対する支援について、専門家等による面的伴走支援を
軸に施策を展開するとともに、事業者に対して既存の中小企業支援策、地方創生支援策等の活用を促す。
面（組織力強化・エリア価値向上）と点（商店街内の店舗・事業者）の両面から、各種支援策で後押し。
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面的支援（組織力強化、エリア支援、地域のエリア価値向上等）

個者支援（売上増、生産性向上等）

〇商店街等の事業推進体制の強化に向けた専門家等による面的伴走支援 【拡充】
⇒ 中小機構運営費交付金（中小機構を核とした体制強化：商店街等活性化支援事業（専門家派遣等））

〇商店街等のＤＸ／デジタルマーケティングの推進 【継続】
⇒ IT導入補助金（複数社連携によるDX対応：基盤導入や消費動向等分析システム経費、専門家経費 等）

〇商店街等の賑わい創出（イベント等）【継続】
⇒ デジタル田園都市国家構想交付金【内閣府】、中活認定ソフト事業【総務省】

〇中小企業連携組織対策推進事業 【継続】
⇒ 全振連向けの団体補助金（役員及び青年部等の研修事業、諸制度改正等の講習 等）

〇中心市街地活性化関係
⇒ 日本公庫による低利融資制度 【延長】

〇販路開拓支援 ⇒ 持続化補助金、共同・協業販路開拓支援補助金 【中企庁】



商店街等活性化支援事業の全体像
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令和６年度における商店街等活性化支援事業は、 「商店街等」を支援対象に加えた上で、
①～④の４事業を中小機構・中企庁・経産局の３者連携の下で実施する。

①中心市街地・商店街等診断・サポート事業
A. 巡回型支援：商店街等からの問い合わせ等を端緒に専門家が現地を訪問。地域課題の特定や、次のアクション

に資する支援メニューの提案や取り組むべき方向性のアドバイス等を実施。
B. パッケージ型支援：複数の専門家で構成するプロジェクトチームを派遣し、伴走支援を通じて地域における事業

推進体制（組織の組成、地域関係者の連携強化、事業収益力の強化等）の強化を図る。

②中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業

専
門
家
派
遣

③中心市街地活性化協議会運営支援事業（中心市街地活性化協議会支援センター）
A. 電話等による各種相談 B. 取組事例紹介等（情報発信）
C. まちづくり人材のスキル向上・ネットワーク構築に向けた交流会等の開催

④地域カルテDB運営事業
支援地域の様々な情報をバックデータとして一元的に集約・管理し、専門家等が地域へ入る際の基礎情報（地

域カルテ）として活用。支援の質・実効性の向上を図るとともに、支援実績・成果の見える化を目指す。

デ
ー
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報
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用
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ト
ワ
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ク
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化

【(独)中小機構運営費交付金の内数】
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①中心市街地・商店街等診断・サポート事業の概要

事業
概要

意欲ある地域からの問い合わせ・相談を端緒に、
専門家等が現地を訪問し、ヒアリングを通じて地
域ニーズの抽出や地域課題の特定を行うことで、
地域に対し、次のアクションに向けた行動変容を
促すことを目的とする。

支援
対象

①商店街組織（任意団体含む）※

②まちづくり会社
③中心市街地活性化を検討する商工会議所・商

工会・まちづくり会社等の組織 等
※商工会議所・商工会が当該地域のまちづくりや

商業活性化等の担い手となっている場合は、商店
街組織と見做す。

訪問
回数

同一専門家が最大３人日／地域まで訪問可能
（半日なら最大６回）

申込み 令和6年4月1日～令和7年2月末日【随時募集】
(支援期間：令和6年4月～令和7年3月14日)

事業
概要

意欲ある地域に対し、複数の専門家で構成するプロ
ジェクトチームを派遣し、伴走支援を通じて地域にお
ける事業推進体制の強化※を図ることを目的とする。

※事業実施組織の組成、事業収益力の強化、地域
関係者の連携強化など

【支援イメージ】
・地域の面的価値を高める取組を重点的に支援するため、
地域ニーズの抽出や地域課題の特定をはじめ、調査・分析
等に基づいた助言・診断等を行う。

・さらに、新たな取組（空き店舗対策、新規事業創出、地
域の推進体制構築等）の検討・計画策定等に向けた助
言・面的な伴走支援等を行う。

支援
対象

①新たに中心市街地の活性化を検討する商工会議
所・商工会・まちづくり会社等の組織

②商店街組織（任意団体含む）、まちづくり会社等
※②については、自治体が策定するまちづくり計画や商
店街活性化計画等に位置付けられているエリア又は、
申請時に自治体による支援計画書（仮称）が付さ
れているエリアに限る。

支援
期間 事業内容に応じて、最大３年間、継続支援可能

申込み 令和6年4月15日～ 令和6年6月7日正午【終了】
（採択結果の通知は、7月上旬頃を予定）

A.巡回型支援 B.パッケージ型支援
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①中心市街地・商店街等診断・サポート事業

対象となる
地域課題
・ニーズ

（１）商店街等組織に関する地域課題

ビジョン・プランの作成に向けた考え方の整理
次世代リーダーの発掘・育成
空き店舗対策・新規出店促進に向けた計画づくり
面的な消費拡大につなげる取組に向けた計画づくり
既存事業の磨き上げや新規事業の事業化に向けた計画づくり
エリアブランディング
地域内外関係者との連携
その他機構が認めるテーマ

（２）地域組織（中心市街地の活性化を検討する商工会議所・商工会・まちづくり会社等）に関する課題
協議会の設立準備（運営方法・体制強化に向けた調整・検討含む）
／協議会設立に向けたまちづくり会社等の設立・運営改善
行政へのまちづくり計画に対する意見提示
中心市街地活性化に関する基本計画第７章（商業の活性化）への掲載を目指す事業全般に係わる検討
エリアマネジメントに関する関係者の理解促進／エリアマネジメント推進のための仕組み構築
その他機構が認めるテーマ

巡回型支援

専門家等による
現地訪問・ヒアリングを通じ、

地域ニーズの抽出や地域課題の特定を
行うことで、地域に対し、次のアクションに

向けた行動変容を促す
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①中心市街地・商店街等診断・サポート事業

巡回型支援

問合せ 事前
ヒアリング 申請 採択通知 支援実施

申請者→中小機構等 中小機構、経産局等
→申請者 申請者→中小機構 中小機構→申請者

専門家
(+中小機構、経産局)

→申請者

メールor電話 現地訪問 or オンライン メール メール
・現地訪問（３回程度）
・オンライン
【例】半日×６回

・申込者の基礎情報
・地域の現状・課題
等について

R7.2〆
※支援希望日の2週間前まで

にお申込みください

R6.4～R7.3.14

★支援方法★

地域組織や商店街等組織が次のアクションを起こす際に活用できる支援メニューの紹介

地域組織や商店街等組織が取り組むべき方向性のアドバイス

地域課題の解決の参考となる事例の紹介

その他、専門家の知見・ノウハウに基づく助言等
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対象となる
地域課題
・ニーズ

（１）商店街等組織に関する地域課題

商店街等の店舗構成の見直しに向けた検討
空き店舗対策の検討や事業化
新規事業創出の検討・実施や既存事業のブラッシュアップ
集客拠点整備等、ハード整備事業の検討及び実施体制・実施方法の検討・実施
デジタル化、DX 関連の整備事業の検討・実施
商店街組織やまちづくり組織のあり方や、
MAP’S＋O を意識した事業推進体制の構築に向けた検討及び取組の着手、改善
地域ブランディングなど面的な活性化及び空間利活用に関する検討や事業化
外部連携（域外の民間事業者等との連携・事業化等）に関する検討・実施
計画・ビジョン等の策定及び当該計画等に基づく事業の実施
（中心市街地活性化法に基づく基本計画の策定及び認定基本計画に基づく事業の実施は除く）

（２）地域組織（中心市街地の活性化を検討する商工会議所・商工会・まちづくり会社等）に関する課題
協議会の設立準備／協議会設立に向けたまちづくり会社等の設立・運営改善
行政へのまちづくり計画に対する意見提示
中心市街地活性化に関する基本計画第７章（商業の活性化）への掲載を目指す事業全般に関わる検討
エリアマネジメントに関する関係者の理解促進／エリアマネジメント推進のための仕組み構築

（３）その他機構が認めるテーマ

パッケージ型支援 ※複数の専門家で構成するプロジェクトチーム
※今年度の募集は終了 複数の専門家で構成する

プロジェクトチームを派遣！
伴走支援を通じて、地域における

事業推進体制の強化を図る

①中心市街地・商店街等診断・サポート事業
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①中心市街地・商店街等診断・サポート事業

申込み 審査 採択公表 支援実施 （継続）
申込み

申請者→中小機構等 専門家+中小機構等
→申請者

申請者→中小機構

メール メール （月１回程度）
現地訪問 or オンライン メール

R6.6.7正午〆
・申込書
・地方公共団体による
連携計画書

R6.7上旬公表 ①現地ヒアリング
②具体的な実施内容
・時期の決定

③パッケージ型支援の開始

R7.2.21正午〆
・継続申込書
・地方公共団体による
連携計画書

R7.3以降決定

パッケージ型支援

（継続）
審査・決定

※次年度（３年度以内）の支援継続を希望する場合

★支援方法★

（ア）地域の面的価値を高める取り組みを重点的に支援するため、

地域ニーズの抽出や地域課題の特定をはじめ、調査・分析等に基づいた助言・診断等

（イ）当該地域における新たな取組の検討・計画策定・事業化等に向けた、助言や面的な伴走支援等

（ウ）(ア)(イ)の支援を実施するため、支援対象者を中心としたワークショップ開催の協力の他、

地域関係者へのヒアリング調査、中心市街地及び商店街等の踏査、地域課題の解決の参考となる事例の紹介等

※今年度の募集は終了
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①中心市街地・商店街等診断・サポート事業

パッケージ型支援 採択地域一覧



商店街等活性化支援事業の全体像
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令和６年度における商店街等活性化支援事業は、 「商店街等」を支援対象に加えた上で、
①～④の４事業を中小機構・中企庁・経産局の３者連携の下で実施する。

①中心市街地・商店街等診断・サポート事業
A. 巡回型支援：商店街等からの問い合わせ等を端緒に専門家が現地を訪問。地域課題の特定や、次のアクション

に資する支援メニューの提案や取り組むべき方向性のアドバイス等を実施。
B. パッケージ型支援：複数の専門家で構成するプロジェクトチームを派遣し、伴走支援を通じて地域における事業

推進体制（組織の組成、地域関係者の連携強化、事業収益力の強化等）の強化を図る。

②中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業

専
門
家
派
遣

③中心市街地活性化協議会運営支援事業（中心市街地活性化協議会支援センター）
A. 電話等による各種相談 B. 取組事例紹介等（情報発信）
C. まちづくり人材のスキル向上・ネットワーク構築に向けた交流会等の開催

④地域カルテDB運営事業
支援地域の様々な情報をバックデータとして一元的に集約・管理し、専門家等が地域へ入る際の基礎情報（地

域カルテ）として活用。支援の質・実効性の向上を図るとともに、支援実績・成果の見える化を目指す。

デ
ー
タ
／
情
報
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用

ネ
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ト
ワ
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化

【(独)中小機構運営費交付金の内数】 【再掲】
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②中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業の概要
中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業は、認定中心市街地活性化計画（各地域におい
て独自に定めた中心市街地活性化計画を含む）に基づく事業を対象に、中小企業アドバイザーによる助言等
を通じて該当事業のブラッシュアップを図ることで、当該地域の経済活力の向上等につなげることを目的とする。

支援対象 ①中心市街地活性化協議会
②認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者

事業概要

次のいずれかに掲載されている事業について、助言や解決策の提案を行う。
• 中活法に基づく認定を受けた基本計画に係る事業（認定期間が終了した基本計画を含む）
• 各地域で定めた中心市街地活性化のための計画（認定を受けていない独自計画）に係る事業など
＜基本計画掲載事業等の実施に関わるアドバイスイメージ＞

１）施設整備や施設運営についての事業主体の構築
２）施設整備計画の策定及び見直し
３）施設運営計画の策定及び見直し
４）施設運営計画の実行と改善
５）ソフト事業の運営体制についての事業主体の構築
６）ソフト事業の計画策定及び見直し
７）ソフト事業の計画の実行と改善
８）その他機構が認めるテーマ

ゴール設定 中心市街地活性化計画に定める目標値の達成等

支援期間
１年間
費用は無料（３人日／年まで）
※基本計画認定地域は5人日／年まで無料。また、有料派遣を含め最大10人日まで利用可能。
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令和６年度予算等の全体像（商店街・中心市街地活性化関係）
商店街等の組織力強化、地域のエリア価値向上等に対する支援について、専門家等による面的伴走支援を
軸に施策を展開するとともに、事業者に対して既存の中小企業支援策、地方創生支援策等の活用を促す。
面（組織力強化・エリア価値向上）と点（商店街内の店舗・事業者）の両面から、各種支援策で後押し。

15

面的支援（組織力強化、エリア支援、地域のエリア価値向上等）

個者支援（売上増、生産性向上等）

〇商店街等の事業推進体制の強化に向けた専門家等による面的伴走支援 【拡充】
⇒ 中小機構運営費交付金（中小機構を核とした体制強化：商店街等活性化支援事業（専門家派遣等））

〇商店街等のＤＸ／デジタルマーケティングの推進 【継続】
⇒ IT導入補助金（複数社連携によるDX対応：基盤導入や消費動向等分析システム経費、専門家経費 等）

〇商店街等の賑わい創出（イベント等）【継続】
⇒ デジタル田園都市国家構想交付金【内閣府】、中活認定ソフト事業【総務省】

〇中小企業連携組織対策推進事業 【継続】
⇒ 全振連向けの団体補助金（役員及び青年部等の研修事業、諸制度改正等の講習 等）

〇中心市街地活性化関係
⇒ 日本公庫による低利融資制度 【延長】

〇販路開拓支援 ⇒ 持続化補助金、共同・協業販路開拓支援補助金 【中企庁】

【再掲】



IT導入補助金（複数社連携IT導入枠）の概要 【令和5年度補正：中小企業生産性革命推進事業の内数】

商業集積地等における消費動向等を分析するシステム等を導入し、データの収集・分析によりデジタルマーケ
ティングを行うことで、当該地域の来街者増や回遊性向上等を図り、生産性向上につなげる。

１．補助対象事業者 ※事業に参加する中小企業・小規模事業者等の条件は「10者以上」であること等を要件とする

● 商工団体等
（例）商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等

● 当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体
（例）まちづくり会社、観光地域づくり法人（DMO） 等

● 複数の中小企業・小規模事業者等により形成されるコンソーシアム

２．補助対象経費（一例）
（１）基盤導入経費

・ ITツール ：会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに限る 【クラウド利用料は最大２年分】
・ ハードウェア：PC・タブレット、レジ・券売機等

（２）消費動向等分析経費
・ ITツール ：消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、

キャッシュレスシステム、生体認証決済システム 等 【クラウド利用料は１年分】
・ ハードウェア：AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ 等

（３）参画事業者のとりまとめに係る事務費、専門家費

３．補助率・補助上限額
【補助率】（１）基盤導入経費：1/2～3/4 、4/5 （インボイス枠インボイス対応類型と同様）

（２）消費動向等分析経費：2/3以内 、（３）事務費、専門家費：2/3以内
【補助上限額】（１）＋（２）⇒3,000万円、（３）⇒200万円 16

※次期公募については未定。（最新情報は下記事務局HPをご確認ください。）
https://it-shien.smrj.go.jp/



亀岡商業協同組合を代表事業者に参画事業者20社がIT提供事業者である株式会社シンプライズと連携
し、クーポン機能やプリペイド事業を統合した電子地域通貨「かめPay」を導入し、生産性の向上を図るとともに、
商業の活性化及び地域のDX化を実現。

・コロナ等の社会背景の変化に伴い、非対面・非接触の決済
が求められているが、地域商業者のうち約55％が電話回線
のみと劣弱な通信環境となっている等、デジタル化への対応
が進んでいない。

・キャッシュレス化を進めるにしても、通信コスト、手数料の負担
増が懸念。

・地域の大型店舗の閉店等に伴い、地域のプリペイドカードの
利便性・価値が低下。

地域課題 取組内容
・「株式会社シンプライズ」が提供するITツール「Simicom」を活
用し、地域通貨「かめPay」を導入。

・地域のデジタル化への啓蒙を実施するため、亀岡市内の中小商
業者への定例講習会を実施。

事業効果・将来の構想

【参考】IT導入補助金の採択事例（亀岡商業協同組合 京都府亀岡市）

（亀岡市内のプリペイドカード）
・「かめPay」の導入に伴い、WIFI等のインターネット環境が必要という共通
認識が生まれ、地域のDX化のきっかけに繋がった。

・最終的には、亀岡市内の中小商業者200店舗の参画や、行政サービスと
の連携等を実現し、地域内循環型の経済基盤を作り上げ、地域の活性
化を目指す。

（「かめPay」の操作画面）

【「かめPay」の機能】

• 通常のキャッシュレスサービスの半分以下の手数
料で活用でき、電子地域通貨、プリペイド、通信
コストを低減させるQR決済「ユーザースキャン」等
の機能を有する。

• 生産性向上を実現するため、顧客データと購買
データに基づく分析や、分析に基づく情報発信、
クーポン発行等の機能を有する。
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ハッピーロード大山商店街振興組合を代表事業者に、参画事業者10者がIT提供事業者である株式会社
ボーグテクノロジーと連携し、AI 交通量計測システム「AHFC」を導入。商店街の人流データを効率的に把握・
分析するとともに取得したデータを活用し、各個店の店舗経営の改善と生産性の向上を目指す。

・商店街の通行量について、従前は約3万6,000人程の来
街があったが、新型コロナウイルスの流行期に、2万人程度ま
で激減。

・商店街中心部の再開発により、現在、高層マンションの建設
が進む中、新たな需要を取り込むためにも、商店街の集客・
人流をこれまで以上に把握・分析する必要あり。

・従来実施している交通量調査は、年２回、目視によって実
施され、取得できるデータとしても男女の情報のみとなっており、
効率性やコスト、把握するデータの質等に課題あり。

地域課題 取組内容
・「株式会社ボーグテクノロジー」が提供するAI 交通量計測システム
「AHFC」を導入し、商店街内に6台のAIカメラを設置。

・従来目視で行われていた交通量調査をシステム化して、効率化を図る。
・取得したデータは、中小企業診断士協会に分析を依頼し、その分析・考察
結果を商店街の各個店に共有することで、既存・新規顧客に対する店舗
の強みの強化や、弱みの克服の取組へ繋げる。また、その取組の結果につ
いて、研修会を開催することで、更なる店舗運営の改善に繋げる。

事業効果・将来の構想

【参考】IT導入補助金の採択事例（ハッピーロード大山商店街振興組合 東京都板橋区）

・これまで測定できなかったイベント実施日の通行量を測定。結果、日曜日
より土曜日の通行量が多いことや、年齢属性について、30～40代の若い
世代も多いことが判明。

・詳細なデータが得られることによって各個店の経営戦略に対する興味・関心
を引き出すとともに、商店街組織としてもイベント時の適切なターゲット設定
などに活用し、更なる需要の取り込みに繋げる。

（AIカメラの計測画面）

【AIカメラ・AI交通量計測システム】
• 来街者を365日24時間自動測定。
• AI分析による男女・年齢・自転車等の属性、
進行方向の識別、件数等の把握が可能。

• カメラによる解析結果は、一元管理され、容
易にマーケティングデータとして活用可能 等

（ハッピーロード大山商店街） （商店街内の再開発の様子）
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「地域にかがやく わがまち商店街表彰2024」

20

商店街内の若手や女性等が中心となって、新たな商店街活動に挑戦する動きや、関係者と広く連携し
エリア価値の向上等を通じて、来街者の増加や魅力向上等に繋がっている取組が各地で生まれている。
商店街に新たな気づきを与えるとともに、行動変容を促し全国的な商店街の活性化に繋げるため、
新たに商店街における『地域の個性や多様性を伸ばし、エリア価値を高めることによって、
持続可能なまちづくりに繋げる創意工夫を凝らした取組』を行う商店街組織等の表彰を実施。
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商店街づくりのノウハウ集（2022年）

第１章 商店街の置かれている状況を知る
第２章 自分たちの商店街のことを知る
第３章 自分たちの商店街のありたい姿を描く
第４章 持続可能な仕組みをつくる
第５章 新しい活動に取り組む

ノウハウ集の構成

（出典）https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220426shoutengai01.pdf

地域の持続可能な発展に向けて取り組む商店街の先進事例等を分析、取組の内容を紐解き整理。現状と
目指すべき未来を明らかにした上で、持続可能な体制づくりや人材の活用・育成、個別の取組を行うためのヒ
ントや行動指針をまとめたノウハウ集。
ノウハウ集を活用し、地域内で議論を深めることが地域の体制づくりに加え、外部専門家の効果的な活用にも
繋がる。



22（出典）https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220426shoutengai02.pdf

「地域の持続可能な発展に向けた商店街づくりのノウハウ集」の別冊として、中核的な担い手や推進体制を中
心に、地域の関係者を巻き込みながら、個性的で多様性のある商店街づくりに取り組んでいる地域（３８地
域）を、事例集としてとりまとめ。

商店街づくりのノウハウ集（2022年）別冊：取組事例集
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セミナー＆交流会

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shogyo/topics/pdf/240729.pdf

行政、商工団体、まちづくり会社、商店街関係者等の
＼まちづくり人材育成＆ネットワーク構築／ まちづくり関係者・関心層

の広域交流を目的に、
年明けにも、別の交流会を

開催予定です！
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２．令和７年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係

概算要求等のポイント
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中小企業庁が運営する以下のオンラインツールもご活用ください。
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